
別紙７

(1) 補助内容

法律 □ 条例 □ 規則 □ □ 要綱 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

□ ■ 無 □

有 □ 無 ■

有 □ 無 ■ 有の場合
その理由

(2) ガイドラインにおける基本的視点

1

2

3

4

(3) 補助効果の測定

名　　称 本社機能立地促進助成金事業

新規補助金概要シート

番　　号 所　　管 経済戦略局立地交流推進部立地推進担当

交付先 進出企業等

交付目的
本社機能を有する企業の本市内への新規立地を促進し、企画立案といった意思
決定の業務の発生等により、市内周辺における経済活動に好影響に期する

事業の概要
建物等賃貸料に対する助成
　賃料（対象経費）の50％を助成（24か月分を助成。月上限額100万円、交付
上限2,400万円）

算定額及び積算
補助対象経費　961千円×50％×６月×５社＝14,415千円
（補助上限　年12,000千円、最大（２年）で24,000千円）

事業開始年度 令和４年度 交付方法 通常払い（補助金額確定後）

根拠規定等 契約・債務負担行為等

法律・条例等の名称

補助率等 補助基準額：―、補助率：50%（上限：24,000千円）

財源の有無 その他( 　　　　　)

本市以外からの直接補助 その他( 　　　　　)

交付先の分類 法人

性質別分類 その他事業補助

終　　期 令和６年度

公　　募 有(提案型) 有(提案型以外)

市民の参画

再補助の有無

基本的視点 説明

「公平性」(他団体や市民との間で公平
であり、交付先が適正に決定されてい
る)

各年度における申請者募集の際には、制度適用要件を明
示し、一定期間の公募により実施する。当該公募・対象決
定後において予算に余剰がある場合には、随時受付にて
実施する。

効果測定方法
助成対象事業者における新たな雇用創出数
　目標値：新たな雇用者数（無期雇用かつフルタイムの従業員等）

　　延べ120名（2名×15件×4年）

「必要性」(目的・内容に、補助を行うに
足りる公益性が認められる)

企業の市内進出に伴う費用の軽減に寄与するもので、厳し
い都市間競争に打ち勝つために必要である。本社機能を有
する企業が市内に立地することにより、市内の雇用創出や
需要等の向上に寄与するため、公益性が認められる。

「妥当性」(対象経費や金額、補助率が
妥当かつ明確である)

対象経費等を明確にしている。

「有効性」(補助効果があり、他の手法
でなく補助によることが施策目的実現
に最適である)

企業の進出候補先の選定には、自治体におけるインセン
ティブ制度の有無は検討材料の一つとなるため、施策目的
実現に最適な手法である。



別紙７

(1) 補助内容

法律 □ 条例 □ 規則 □ □ 要綱 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) ■ (10/10) 無 □

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

□ ■ 無 □

有 ■ 無 □

有 □ 無 ■ 有の場合
その理由

(2) ガイドラインにおける基本的視点

1

2

3

4

(3) 補助効果の測定

「公平性」(他団体や市民との間で公平
であり、交付先が適正に決定されてい
る)

大阪市に登録する総合型地域スポーツクラブとなっており、
新たなクラブの立ち上げについても市内各地において検討
されている。

効果測定方法 助成金にかかる各種事業実績及び会員数

「必要性」(目的・内容に、補助を行うに
足りる公益性が認められる)

スポーツ振興くじ(toto・BIG)助成金の申請が助成対象者が法人格を有す
る総合型地域スポーツクラブもしくは市町村となっており、現在の本市の
登録制度にて活動されている団体では直接助成申請ができないため。

「妥当性」(対象経費や金額、補助率が
妥当かつ明確である)

スポーツ振興くじ助成金の対象事業、分類等に基づいた補
助率、金額となっている。

「有効性」(補助効果があり、他の手法
でなく補助によることが施策目的実現
に最適である)

スポーツ振興くじ(toto・BIG)助成金の申請が助成対象者が法人格を有す
る総合型地域スポーツクラブもしくは市町村となっており、現在の本市の
登録制度にて活動されている団体では直接助成申請ができないため。

市民の参画

再補助の有無

基本的視点 説明

性質別分類 団体運営費補助

終　　期 令和6年度

公　　募 有(提案型) 有(提案型以外)

財源の有無 その他( JSC　 　)

本市以外からの直接補助 その他( 　　　　　)

交付先の分類 各種団体

根拠規定等 契約・債務負担行為等

法律・条例等の名称

補助率等 補助基準額：－、'90%（上限2,160千円、下限360千円）

算定額及び積算
補助対象経費2,400千円×補助率9/10＝2,160千円(補助上限2,160千円、下
限360千円)　補助金額2,160千円

事業開始年度 交付方法 通常払い（補助金額確定後）

交付先 大阪市に登録する総合型地域スポーツクラブ

交付目的
大阪市に登録した「総合型地域スポーツクラブ」に対して、そのクラブが、より
安定・充実し、将来に向かって発展していくために、その活動を支援する。

事業の概要

スポーツ振興くじ(toto・BIG)助成金と連動した助成金であり、本市に登録する
総合型地域スポーツクラブで(独法)日本スポーツ振興センター（以下JSCとい
う）が定める基準を満たしたもの対して活動事業費の助成を行う（助成割合：
9/10）。助成額はJSCの確保する財源により年度ごとに異なる。スポーツ振興
くじ助成金の交付内定金額が、交付要望額を下回った場合は減額する。

名　　称 「大阪市登録総合型地域スポーツクラブ」活動支援助成

新規補助金概要シート

番　　号 所　　管 経済戦略局スポーツ部スポーツ課


